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１【提出理由】

平成28年６月29日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出

するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月29日

 

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

 １株につき金５円   総額287,907,815円

 ロ 効力発生日

 平成28年６月30日
 

２．その他の剰余金の処分に関する事項

 繰越利益剰余金1,000,000,000円を別途積立金に積み立てる。
 

第２号議案 定款一部変更の件

１．取締役の経営責任を明確にし、経済環境の変化に迅速に対応できる経営体制とするため、取締

役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第21条（任期）につき、所要の変更を

行う。

２．機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配

当等を取締役会の決議によっても行うことが可能となるよう、変更案第39条（剰余金の配当等

の決定機関）を新設し、現行定款第40条（剰余金の配当の基準日）につき、所要の変更を行う

とともに、本変更により一部内容が重複することとなる現行定款第10条（自己の株式の取得）

及び同第41条（中間配当）を削除する。

３．上記変更に伴い、条数の変更を行う。

第３号議案 取締役９名選任の件

取締役として、鯉江泰行、奥園修一、伊藤智章、堀比斗志、古内 力、明賀春樹、西澤恵一郎、

永井素夫及び照井惠光を選任する。

第４号議案 補欠監査役２名選任の件

監査役豊田正彦の補欠監査役として小暮 茂を、社外監査役の補欠監査役として小森行男を選任す

る。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果
 

決議事項 賛成 (個) 反対 (個) 棄権 (個) 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 44,030 202 0 (注)１ 可決 (98.01%)

第２号議案 37,423 6,810 0 (注)２ 可決 (83.30%)

第３号議案    

(注)３

  

鯉江泰行 38,583 5,650 0 可決 (85.88%)

奥園修一 43,500 733 0 可決 (96.83%)

伊藤智章 43,501 732 0 可決 (96.83%)

堀比斗志 43,899 334 0 可決 (97.71%)

古内 力 43,510 723 0 可決 (96.85%)

明賀春樹 43,910 323 0 可決 (97.74%)

西澤恵一郎 43,889 344 0 可決 (97.69%)

永井素夫 43,746 487 0 可決 (97.37%)

照井惠光 43,907 326 0 可決 (97.73%)

第４号議案    

(注)３

  

小暮 茂 42,448 1,785 0 可決 (94.48%)

小森行男 33,783 10,450 0 可決 (75.20%)
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、

反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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